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平成２２年２月２４日判決言渡し 同日判決原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 

口頭弁論終結日 平成２２年１月２７日 

 

判     決 

原告     Ｘ１ 

原告     Ｘ２ 

原告     Ｘ３ 

原告     Ｘ４ 

原告     Ｘ５ 

被告     農業生産法人有限会社Ｙ 

被告     国 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの連帯負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告農業生産法人有限会社Ｙは、原告らに対し、別紙物件目録記載１の土地

及び同目録記載２の建物につき、それぞれ、那覇地方法務局平成元年１２月６

日受付所有権移転登記の抹消登記手続きをせよ。 

２ 被告国は、原告らに対し、前項の土地についての所有権移転登記の抹消登記

手続きを承諾せよ。 

第２ 事案の概要 

本件は、別紙物件目録記載１の土地（以下「本件土地」という。）及び同目



 

 2 

録記載２の建物（以下「本件建物」といい、また本件土地と合わせて「本件土

地建物」という。）をもと所有していた亡Ａ（以下「亡Ａ」という。）の相続

人である原告らが、亡Ａが被告農業生産法人有限会社Ｙ（以下「被告Ｙ」とい

う。）に対して本件土地建物を譲渡したことはなかったところ、本件土地建物

につき亡Ａから被告Ｙに対する不実の所有権移転登記が経由されているが、こ

れは原告らの本件土地建物の所有権を侵害するものであると主張して、被告Ｙ

に対しては、本件土地建物の所有権移転登記の抹消登記手続きを、有限会社Ｂ

（以下「Ｂ」という。）の債務を担保するために本件土地につき抵当権の設定

を受けた被告国に対しては、本件土地の亡Ａから被告Ｙに対する所有権移転登

記の抹消登記手続きの承諾をそれぞれ請求した事案である。 

第３ 当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認め

られる事実（証拠等は、各事実末尾にそれぞれ記載した。） 

１ 当事者 

（１）原告らは、いずれも、亡Ａ（大正１２年６月１０日生まれ、平成１３年８

月２２日死亡）の子である（甲４）。 

（２）被告Ｙは、昭和６３年９月１３日にＣ（以下「Ｃ」という。）によって設

立された、熱帯果実の生産販売及び加工販売等を目的とする有限会社である。 

Ｃは、被告Ｙの設立当時以来の代表者代表取締役である（弁論の全趣旨）。 

（３）Ｃは、昭和５８年１１月９日、不動産の売買等を目的とするＢを設立し、

同社の代表者代表取締役に就任した（乙イ２、１７、弁論の全趣旨）。 

２ 亡Ａの本件土地建物もと所有 

亡Ａは、遅くとも平成元年ころ、本件土地建物をもと所有していた（甲１、

弁論の全趣旨）。 

３ 被告Ｙに対する移転登記 

平成元年１２月６日ころ、本件土地建物につき、亡Ａから被告Ｙに対する所

有権移転登記手続きがされた（那覇地方法務局平成元年１２月６日受付、以下、
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上記登記手続きによってされた移転登記を「本件移転登記」という。）（甲２

の１、２）。 

４ 被告国のための抵当権設定登記 

被告Ｙは、平成５年１月５日、被告国に対し、本件土地等につき、Ｂの被告

国に対する法人税債務（債権額２億３４１０万円強）を担保するための抵当権

を設定し、同月１３日、本件土地等につき、上記の旨の抵当権設定登記手続き

をした（那覇地方法務局平成５年１月１３日受付、甲２の１、弁論の全趣旨）。 

第４ 本件の争点 

１ 亡Ａと被告Ｙらとの間の再売買予約の合意の有無 

２ 民法９４条２項の類推適用等の当否 

３ 被告国の過失の有無 

第５ 争点に関する当事者の主張 

１ 亡Ａと被告Ｙらとの間の再売買予約の合意の有無（争点１）について 

（被告Ｙの主張） 

（１）Ｂは、下記のとおり、昭和６１年ころから平成元年ころにかけて、亡Ａに

対して、それぞれ、利息の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割と

して、各金員を貸し付けた。 

記 

ア 貸付日   昭和６１年２月２２日 

貸付金額  １１００万円 

弁済期   昭和６１年５月２１日 

イ 貸付日   昭和６１年９月１日 

貸付金額  ３００万円 

弁済期   昭和６１年１１月３０日 

ウ 貸付日   平成元年１月２５日 

貸付金額  ７５０万円 
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弁済期   平成元年４月２４日 

エ 貸付日   平成元年２月１０日 

貸付金額  ６００万円 

弁済期   平成元年５月９日 

オ 貸付日   平成元年８月１８日 

貸付金額  ６２０万円 

弁済期   平成元年１１月１７日 

カ 貸付日   平成元年１１月１０日 

貸付金額  １２００万円 

弁済期   平成元年１２月から平成２年５月まで毎月１３日限り元金

２００万円ずつ 

（２）Ｂは、平成元年ころまでに、既に亡Ａに対する貸金につき、亡Ａから抵当

権の設定を受ける等していたが、平成元年１１月１０日の時点で亡Ａに対す

る貸金の残高が４５７０万円にも及んでいた。 

Ｂは、亡Ａからさらに４８８０万円もの多額の融資の申込みを受けたので、

亡Ａから本件土地建物等につき、担保の趣旨で所有権移転登記手続きを受け

ることにした。 

そして、Ｃは、将来、被告Ｙにおいて、本件土地建物等を使用して牧場経

営をすることも考えていたので、亡Ａと、本件土地建物等の所有権移転登記

手続きを受ける相手方を被告Ｙとすることを合意した。 

そこで、亡Ａは、平成元年末ころ、Ｂの代表者であるＣとの間で、前記（１）

の各貸金及び向後Ｂが亡Ａに対して貸し付ける金員及びこれらに対する利息

の債権を担保するため、亡Ａが本件土地建物等の合計７筆の不動産につき、

Ｃが代表者を務める被告Ｙに対し、所有権移転登記手続きをする旨を合意し

た。 

（３）亡Ａは、平成元年ころ、本件土地建物等の合計７筆の不動産につき、被告
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Ｙに対し、前記（２）の合意に基づいて、所有権を被告Ｙに移転する旨の移

転登記手続きをした。 

（４）Ｂは、下記のとおり、平成２年１月ころ、亡Ａに対して、それぞれ、利息

の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割として、各金員を貸し付け

た。なお、後記アの金員は、亡ＡがＤらから借り受けた貸金を返済するため

の原資を貸し付けたものであった。 

記 

ア 貸付日   平成２年１月８日 

貸付金額  ４８８０万円 

弁済期   即日（平成２年１月８日） 

イ 貸付日   平成２年１月８日 

貸付金額  ５５０万円 

弁済期   平成２年４月７日 

ウ 貸付日   平成２年１月８日 

貸付金額  ２８０万円 

弁済期   平成２年４月７日 

エ 貸付日   平成２年１月８日 

貸付金額  ６００万円 

弁済期   平成２年４月７日 

（５）亡Ａは、平成４年１月２１日、被告Ｙ及びＢとの間で、次のとおり合意し

た。 

ア 亡Ａが、平成元年１１月１５日、本件土地建物等の７筆の不動産を被告

Ｙに売った売買契約が有効であることを確認する。 

イ 亡Ａが被告Ｙに対してした当時の沖縄県の宅地等についての所有権移転

登記が有効であることを確認する。 

ウ 前記アの本件土地建物等の７筆の不動産の売買代金額は、前記（１）及
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び（４）の貸金元本及び利息の合計額相当額とする。 

亡Ａ及びＢは、上記の本件土地建物等の７筆の売買代金をもって、前記

（１）及び（４）の貸金の弁済に充てることを合意する。 

エ 亡Ａが、平成４年５月２５日までに、被告Ｙに対し、再売買代金１億９

５４１万２９２７円の弁済の提供をしたときは、亡Ａは、被告Ｙに対する

予約完結の意思表示をすることにより、亡Ａが被告Ｙから前記アの本件土

地建物等の７筆の不動産を買い戻す旨の売買契約を成立させることができ

る。 

亡Ａが、被告Ｙに対し、上記期限までに、上記再売買代金の弁済の提供

をしなかったときは、前記アの売買契約の効力が最終的に確定する。 

（６）前記（５）の期限が経過したが、亡Ａは、被告Ｙに対し、同期限までに、

前記（５）の再売買代金の弁済の提供をしなかった。 

したがって、被告Ｙは、本件土地建物等の所有権を確定的に取得した。 

（被告国の主張） 

亡Ａが被告Ｙらとの間でした再売買予約等の合意は有効であり、亡Ａはその

意思に基づいて被告Ｙに対し本件土地建物の所有権を移転した。 

（原告らの主張） 

否認する。 

（１）亡ＡがＢから、前記（被告Ｙの主張）（１）及び（４）のとおりの金員

を借り受けた事実はない。 

借用証書（平成元年８月１８日付けのもの、乙イ９）にある亡Ａ名義の

署名は、亡Ａがしたものではないし、亡Ａ名下の押印も、亡Ａの印鑑によ

るものではない。 

被告Ｙの主張によると、Ｂの亡Ａに対する金員貸付けは、利息制限法所

定の制限利率の範囲内でされたものであるが、利率が低すぎて不自然であ

る。 
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また、前記（被告Ｙの主張）（１）カの金員貸付けは、同アの金員貸付

けから３年半以上経過した後にされたものであるが、同アの金員貸付け以

降、亡Ａから何ら返済がなかったというのであって、返済を受けられない

相手方に対して１２００万円もの多額の金員を貸し付けるのは不自然であ

る。また、同アないしカの金員貸付けは亡Ａから何ら担保をとらずにされ

たものであるが、返済を受けられない亡Ａに対して、無担保で多額の金員

を貸し付けるのは不自然である。 

（２）亡Ａが、平成元年末ころ、Ｃとの間で、前記（被告Ｙの主張）（１）の

とおりの各貸金及び向後Ｂが亡Ａに対して貸し付ける金員及びこれらに対

する利息の債権を担保するため、本件土地建物等の合計７筆の不動産につ

き、被告Ｙに対し、所有権移転登記手続きをする旨を合意した事実はない。 

被告Ｙの主張に従えば、本件土地建物等の不動産によって担保される貸

金は多額に上るところ、このような多額の貸金を担保するための譲渡担保

契約等を締結するのであれば、債務者と債権者との間で書面が作成される

のが通常であるところ、このような書面は作成されていない。 

亡Ａが、将来Ｂから受けることができる追加融資の時期及び金額が確定

していない状況の下で、本件土地建物等の不動産の全部につき所有権移転

登記手続きをする旨を合意したはずはない。 

また、担保のための登記であれば、本件土地建物等の不動産につき、抵

当権の設定登記手続きをするのが通常であるところ、被告Ｙは、亡Ａから

所有権移転登記手続きを受けたことになっており、不自然であって、亡Ａ

がこのような登記手続きをすることを合意したはずはない。 

また、亡Ａから所有権移転登記手続きを受ける相手方が、亡Ａに対して

貸金を有するはずのＢではなく、被告Ｙとなっているところ、登記手続き

の相手方を被告Ｙとする合理的理由はないから、亡Ａがこのような不合理

な登記手続きをすることを合意したはずはない。 
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前記（被告Ｙの主張）（３）の合意は、債務者の受戻権や、債務者が債

務を弁済しなかった場合の精算についての定めがなく、譲渡担保契約等と

して不自然ないし不合理なものであって、亡Ａがこのような合意をしたは

ずはない。 

（３）亡Ａが、平成２年１月ころ、Ｂから前記（被告Ｙの主張）（４）のとお

りの金員貸付けを受けた事実はない。 

前記（１）と同様に、上記金員貸付けは不自然ないし不合理であって、

亡Ａがこのような不自然ないし不合理な金員の貸付けを受けるはずはない

し、上記金員貸付けは、同一年月日ころにされたという、不自然なもので

ある。 

また、Ｂが亡Ａに対して平成２年１月８日に貸し付けた金員は、少なく

とも４８８０万円もの多額に上るものであるが、このような多額の金員貸

付けについては借用証書等の書面を作成して行うのが通常であるところ、

亡ＡとＢとの間で、上記金員貸付けにつき借用証書等は何ら作成されてお

らず、不自然である。 

（４）亡Ａが、Ｃとの間で、前記（被告Ｙの主張）（５）のとおりの合意をし

た事実はない。 

契約書（乙イ３）の亡Ａ作成部分中の亡Ａの署名は、亡Ａによってされ

たものではないし、上記作成部分中の亡Ａ名下の印影も、亡Ａの印鑑によ

って顕出されたものではない。 

上記契約書自体、末尾の契約当事者の署名押印部分の甲欄に、被告Ｙで

はなく、「農業精算法人有限会社Ｂ」との誤った法人名が記載され、かつ

同法人の代表者の署名も押印もない不自然な体裁のものであって、被告Ｙ

の主張する合意を裏付けるものではない。なお、上記契約書中で、有効で

あることを確認している所有権移転登記は、本件土地建物についてのもの

ではない。 
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（５）Ｂは、亡Ａに対する貸金の一部につき、本件土地建物等に抵当権や譲渡

担保権の設定を受けているところ、Ｂないし被告ＹがＢの亡Ａに対する貸

金の担保として、本件土地建物等に重ねて譲渡担保権の設定を受ける必要

はなく、前記（被告Ｙの主張）（２）及び（５）の各合意は不自然である。 

２ 民法９４条２項の類推適用等の当否（争点２）について 

（被告国の主張） 

亡Ａは、亡Ａから被告Ｙに対する本件土地建物の所有権移転登記手続きがさ

れてから同人が死亡するまでの少なくとも１２年間、上記所有権移転登記がさ

れている事態を放置していた。 

そして、上記所有権移転登記は、亡Ａが積極的に関与してされたか、又は亡

Ａにおいて、登記手続きがされたことを容易に知り得たにもかかわらず、上記

のとおり長期間放置していたものであった。 

そうすると、仮に上記所有権移転登記が不実の登記であったとしても、上記

所有権移転登記の外観を信頼して、被告Ｙから、法人税を被担保債権とする抵

当権の設定を受けた被告国は、善意の第三者として、民法９４条２項の類推適

用、禁反言又は権利外観法理によって、保護されるべきである。 

したがって、仮に上記所有権移転登記が不実の登記であったとしても、原告

らは被告国に対し、本件土地の所有権を主張して、抵当権設定登記の抹消登記

手続きを請求することができない。 

（原告らの主張） 

否認ないし争う。 

亡Ａが本件土地建物等につき、被告Ｙに対する所有権移転登記がされている

こと及びその理由を了解することは困難であった。 

亡Ａは、本件土地等についての被告Ｙに対する所有権移転登記手続きに関与

したことはない。 

また、亡Ａは、平成４年ころ、本件土地建物等につき、被告Ｙに対する所有
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権移転登記がされていることを知り、Ｃらに対して抗議していたものであって、

本件土地等の所有権移転登記を放置していたわけではない。 

３ 被告国の過失の有無（争点３）について 

（原告らの主張） 

被告国は、２億３０００万円にも上る多額の租税（法人税）に関して被告Ｙ

から抵当権の設定を受けたものであったところ、このような多額の被担保債権

のための抵当権の設定を受ける被告国には、亡Ａや被告Ｙ等から聞き取りをす

る等して、亡Ａと被告Ｙとの間で本件土地等の売買契約がされた事実を確認す

べき義務があった。 

しかるに、被告国は、上記確認義務を怠った過失があり、善意無過失の第三

者であるとはいえない。 

（被告国の主張） 

否認ないし争う。 

被告国が、抵当権の設定を受けるに当たり、原告ら主張に係る確認を行う義

務を負うものではない。 

第６ 当裁判所の判断 

１ 亡Ａと被告Ｙらとの間の再売買予約の合意の有無（争点１）について 

（１）ア 昭和６１年２月２２日付け借用証書（乙イ５）の亡Ａ作成部分が真正

に成立したことは、当事者間に争いがない。 

そうすると、上記借用証書及びＣの陳述書（乙イ１７）によって、Ｂ

が、上記年月日に、亡Ａに対し、弁済期を昭和６１年５月２１日、利息

の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割とし、当時の沖縄県の

畑を担保として、１１００万円を貸し付けたことが認められ（以下「本

件貸付け１」といい、この金員貸付けに係る貸金を「本件貸金１」とい

う。）、他方、この認定を左右するに足りる証拠は存しない。 

なお、原告らは、Ｂの亡Ａに対する金員貸付けは、利息制限法所定の
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制限利率の範囲内でされたものであるところ、利率が低すぎて不自然で

ある旨を主張するが（前記第５の１（原告らの主張）（１））、Ｂが、

本件貸付け１の当時、利息制限法所定の制限利率を大幅に超過する約定

利率で金員を貸し付けることを常態としていた等の事情は存しないから、

原告らの上記主張を採用することはできない。 

イ 昭和６１年９月１日付け借用証書（乙イ６）の亡Ａ作成部分が真正に

成立したことは、当事者間に争いがない。 

そうすると、上記借用証書及びＣの陳述書（乙イ１７）によって、Ｂ

が、上記年月日に、亡Ａに対し、弁済期を昭和６１年１１月３０日、利

息の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割とし、当時の沖縄県

の畑等を担保として、３００万円を貸し付けたことが認められ（以下「本

件貸付け２」といい、この金員貸付けに係る貸金を「本件貸金２」とい

う。）、他方、この認定を左右するに足りる証拠は存しない。 

なお、上記金員貸付けに係る利率に関する原告らの主張を採用するこ

とができないことは、前記アと同様である。 

ウ 平成元年１月２５日付け借用証書（乙イ７）の亡Ａ作成部分が真正に

成立したことは、当事者間に争いがない。 

そうすると、上記借用証書及びＣの陳述書（乙イ１７）によって、Ｂ

が、上記年月日に、亡Ａに対し、弁済期を平成元年４月２４日、利息の

割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割とし、本件土地建物及び

当時の沖縄県に所在する居宅等を担保として、７５０万円を貸し付けた

ことが認められ（以下「本件貸付け３」といい、この金員貸付けに係る

貸金を「本件貸金３」という。）、他方、この認定を左右するに足りる

証拠は存しない。 

なお、上記金員貸付けに係る利率に関する原告らの主張を採用するこ

とができないことは、前記アと同様である。 
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エ 借用証書及び領収証（乙イ８）の亡Ａ作成部分が真正に成立したこと

は、当事者間に争いがない。 

そうすると、上記借用証書等、Ｃの陳述書（乙イ１７）及び弁論の全

趣旨によって、Ｂが、平成元年２月１０日に、亡Ａに対し、弁済期を定

めず、利息の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割として、６

００万円を貸し付けたことが認められ（以下「本件貸付け４」といい、

この金員貸付けに係る貸金を「本件貸金４」という。なお、上記借用証

書中には、利息の割合等が記載されていないが、Ｂの亡Ａに対する他の

金員貸付けが、同一の利息の割合等で繰り返されていることに照らせば、

利息の割合等につき上記のとおりに容易に認定することができる。）、

他方、この認定を左右するに足りる証拠は存しない。 

この点、原告らは、亡Ａに対して、弁済期を定めず多額の金員を貸し

付けるのは不自然である旨を主張する（前記第５の１（原告らの主張）

（１））。 

しかしながら、前記アないしウのとおり、Ｂが亡Ａに対し、既に複数

回にわたって多額の金員の貸付けを行っていたこと、Ｂは、亡Ａの多数

の所有不動産を当てにして、上記年月日ころは、亡Ａから貸金元本の返

済をまったく受けない事態を容認していたこと（被告代表者Ｃ本人（調

書３頁））にかんがみれば、本件貸金４の金額が相当程度多額であった

ことを考慮しても、本件貸付け４において弁済期が定められていないこ

との一事をもって、本件貸付け４の事実が不自然ないし不合理である等

ということはできない。 

なお、上記金員貸付けに係る利率に関する原告らの主張を採用するこ

とができないことは、前記アと同様である。 

オ（ア）証拠（乙イ１０）によれば、亡Ａ及びＢの代表者であるＣは、平

成元年１１月１０日、公証役場で、Ｂから亡Ａが１２００万円を借



 

 13 

り受け、亡Ａが上記貸金の担保として乳牛を譲渡する旨等の約定が

ある譲渡担保付金銭消費貸借契約公正証書を作成するに当たって、

亡Ａ及びＢの代表者の各印鑑証明書を提出し、公証人から人違いで

ない旨の確認を受けたこと、亡Ａ及びＣは、それぞれ、上記公正証

書の記載事項が正確であることを承認する旨の各自の作成部分に

上記各印鑑証明書に記載された印影の印鑑（実印）を使用して署名

の各下部に押印したことがそれぞれ認められる。 

そうすると、上記公正証書中の亡Ａ作成部分の印影は、亡Ａの意

思に基づき、亡Ａの印鑑を押印して顕出されたものというべきであ

って、上記作成部分は真正に成立したものと推定され、他方、この

推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

したがって、上記公正証書及びＣの陳述書（乙イ１７）によって、

Ｂが、上記年月日に、亡Ａに対し、最終弁済期を平成２年５月１３

日、利息の割合を年１割５分、遅延損害金の割合を年３割とし、亡

Ａが所有する乳牛を担保として、１２００万円を貸し付けたことが

認められる（以下「本件貸付け６」といい、この金員貸付けに係る

貸金を「本件貸金６」という。 

この点、原告らは、本件貸付け１から３年半以上が経過した後に、

亡Ａから何ら返済がされなかったにもかかわらず、１２００万円も

の多額の金員を貸し付けるのは不自然である等と主張する（前記第

５の１（原告らの主張）（１））。 

しかしながら、前記エと同様に、Ｂは、亡Ａの多数の所有不動産

を当てにして、上記年月日ころは、亡Ａから貸金元本の返済をまっ

たく受けない事態を容認していたこと（被告代表者Ｃ本人（調書３

頁））にかんがみれば、本件貸金６の金額が多額であったことを考

慮しても、本件貸付け６の事実が不自然ないし不合理である等とい
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うことはできない。 

なお、上記金員貸付けに係る利率に関する原告らの主張を採用す

ることができないことは、前記アと同様である。 

（イ）そして、上記公正証書の亡Ａ作成部分に押印されている亡Ａの印

影は、平成元年８月１８日付借用証書（乙イ９）中の亡Ａ作成部分

に押印されている印影と同一であるから（乙イ９、１０）、上記借

用証書中の亡Ａ作成部分に押印されている印影は、亡Ａの印鑑によ

って顕出されたものと認められる。 

ここで、Ｃの陳述書（乙イ１７）及び弁論の全趣旨によれば、上

記借用証書中の亡Ａ作成部分に押印されている亡Ａの印影は、亡Ａ

の意思に基づいて顕出されたことが認められる。 

そうすると、上記借用証書中の亡Ａ作成部分に押印されている亡

Ａ名下の印影は、亡Ａの意思に基づき、亡Ａの印鑑を押印して顕出

されたものであるから、上記借用証書中の亡Ａ作成部分は真正に成

立したものと推定され、他方、この推定を覆すに足りる原告らの主

張・立証は存しない。 

したがって、上記借用証書及びＣの上記陳述書によって、Ｂが、

上記年月日に、亡Ａに対し、弁済期を定めずに、利息の割合を年１

割５分、遅延損害金の割合を年３割とし、本件土地建物及び当時の

沖縄県の宅地等を担保にして、６２０万円を貸し付けたことが認め

られ（以下「本件貸付け５」といい、この金員貸付けに係る貸金を

「本件貸金５」という。）、他方、この認定を左右するに足りる証

拠は存しない。 

カ 結局、Ｂは、昭和６１年２月２２日から平成元年１１月１０日までの

間に、亡Ａに対し、本件貸金１ないし６の元本合計４５７０万円を貸し

付けたものであった。 
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（２）ア 証拠（乙イ１７）及び弁論の全趣旨によれば、①Ｃは、遅くとも昭和

６３年ころ、亡Ａが所有する土地で牧場を経営することを計画し、前記

第３の１（２）のとおり、同年９月１３日、上記牧場の経営に当たる会

社として被告Ｙを設立したこと、②前記（１）カのとおり、平成元年１

１月１０日の時点で、Ｂの亡Ａに対する貸金の総額は元本だけで４５７

０万円に上っていたが、上記年月日当時、亡ＡはＢに対する貸金の元本

を全く返済していなかったところ、遅くとも平成元年１２月ころ、亡Ａ

からＢに対し、さらに新規に融資してほしいとの申込みがされたこと、

③前記（１）のとおり、Ｂは亡Ａに対する金員の貸付けに当たって亡Ａ

から不動産等に担保権の設定を受けていたが、Ｃは、さらに亡Ａに対し

て金員を貸し付けるに当たっては、さらに担保が必要であると考えたこ

と、④前記①のとおり、Ｃは被告Ｙに亡Ａが所有する土地で牧場を経営

させようと考えていたので、亡Ａに対し、亡Ａが所有する土地につき、

担保の趣旨で、その所有権を債権者であるＢではなく被告Ｙに移転する

旨の登記手続きをしてほしい旨を申し出たところ、亡Ａにおいて、Ｃの

上記申出を了承して、前記第３の３のとおりの所有権移転登記手続きが

されたことがそれぞれ認められる。 

イ そうすると、本件土地建物等の合計７筆の不動産については、Ｂが亡

Ａに対して追加の金員貸付けをするに当たって、従前の貸金債務と新た

な貸金債務を担保するために、前記第３の３のとおり、その所有権を被

告Ｙに移転する旨の登記手続きがされたものというべきである。 

ウ（ア）この点、原告らは、亡Ａが、将来Ｂから受けることができる追加

融資の時期及び金額が確定していない状況の下で、本件土地建物等

の不動産の全部につき所有権移転登記手続きをする旨を合意した

はずはない旨を主張する（前記第５の１（原告らの主張）（２））。 

しかしながら、前記ア及びイのとおり、亡Ａは、Ｂから追加融資
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を受けるために本件土地建物等につき被告Ｙに対する移転登記手

続きをしたものであって、後記（３）のとおり、亡Ａが移転登記手

続き後にＢから受けた追加融資が、比較的接近した期間内に、限ら

れた回数でされたものであることにもかんがみると、亡Ａが追加融

資の時期及び金額が確定していない状況の下で、本件土地建物等に

つき所有権移転登記手続きをする旨を合意したとしても、必ずしも

不自然又は不合理なものということはできない。 

（イ）また、原告らは、Ｂは、亡Ａに対する貸金の一部につき、本件土

地建物等に抵当権や譲渡担保権の設定を受けているところ、Ｂない

し被告ＹがＢの亡Ａに対する貸金の担保として、本件土地建物等に

重ねて譲渡担保権の設定を受ける必要はない等と主張する（前記第

５の１（原告らの主張）（５））。 

しかしながら、前記（１）カのとおり、平成元年１１月１０日当

時、Ｂの亡Ａに対する貸金の総額は元本だけで４５７０万円に上っ

ており、亡ＡはＢに対する貸金の元本を全く返済していなかったも

のであったし、亡ＡからＢに対し、さらに新規に融資してほしいと

の申込みがされたものであった。 

既に多額の金員の貸付けを行っており、貸金元本の回収が進んで

いない債務者に対して、新たに金員を貸し付ける際に、担保の追加

を求めるのは債権者として当然の態度であるから、Ｂが前記ア及び

イのとおり、亡Ａに対し、担保の追加として、本件土地建物等につ

き所有権移転登記手続きを求めたことは、不必要なことでも、不自

然ないし不合理なことでもない。 

そうすると、原告らの上記主張は失当であるというべきである。 

（ウ）また、原告らは、前記ア及びイの合意では、債務者の受戻権や、

債務者が債務を弁済しなかった場合の精算についての定めがなく、
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譲渡担保契約等として不自然ないし不合理なものであって、亡Ａが

このような合意をしたはずはない旨を主張する（前記第５の１（原

告らの主張）（２））。 

しかしながら、後記（５）のとおり、亡ＡがＢ等との間で、本件

土地建物等の売買及びＢの亡Ａに対する貸金の精算に関する合意

をしたことにかんがみると、亡ＡがＢと前記ア及びイのとおりの合

意をした際に、債務者の受戻権や、債務者が債務を弁済しなかった

場合の精算についての取決めを明確に定めなかったとしても、前記

ア及びイの合意が不自然ないし不合理であったとまではいうこと

ができない。 

（エ）そして、原告らは、前記ア及びイの合意の成立に関し、これらの

ほかにもるる主張するが、いずれも、前記ア及びイの認定に反する

ものにすぎず、原告らの上記各主張を採用することはできない。 

（３）ア 成立に争いがない借用証書及び弁済証書（乙イ１１）によれば、亡Ａ

は、平成元年１月１８日、Ｄ及びＥから４０００万円を借り受けていた

ところ、平成２年１月８日、上記借受金全額を弁済したことが認められ

る。 

Ｃの本人尋問の結果（被告代表者Ｃ本人（調書１、２頁））、Ｃが作

成したメモ（乙イ１２）によれば、Ｂは、平成２年１月８日、Ｄらに対

する借受金の返済資金として、亡Ａに対し、４８８０万円を貸し付けた

ことが認められる（以下「本件貸付け７」といい、この金員貸付けに係

る貸金を「本件貸金７」という。）、他方、この認定を左右するに足り

る証拠は存しない。 

イ 平成２年１月８日付け金銭消費貸借契約書（乙イ１３）の亡Ａ作成部

分のうちの亡Ａの署名が亡Ａによってされたことは、当事者間に争いが

ない。 
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そうすると、上記作成部分は真正に成立したものと推定されるところ、

この推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

しかるに、上記金銭消費貸借契約書及びＣの本人尋問の結果（被告代

表者Ｃ本人（調書１、２頁））によって、Ｂが、上記年月日に、亡Ａに

対し、弁済期を定めずに、５５０万円を貸し付けたことが認められ（以

下「本件貸付け８」といい、この金員貸付けに係る貸金を「本件貸金８」

という。）、他方、この認定を左右するに足りる証拠は存しない。 

ウ 平成２年１月８日付け金銭消費貸借契約書（乙イ１４）の亡Ａ作成部

分のうちの亡Ａの署名が亡Ａによってされたことは、当事者間に争いが

ない。 

そうすると、上記作成部分は真正に成立したものと推定されるところ、

この推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

しかるに、上記金銭消費貸借契約書及びＣの本人尋問の結果（被告代

表者Ｃ本人（調書１、２頁））によって、Ｂが、上記年月日に、亡Ａに

対し、弁済期を定めずに、２８０万円を貸し付けたことが認められ（以

下「本件貸付け９」といい、この金員貸付けに係る貸金を「本件貸金９」

という。）、他方、この認定を左右するに足りる証拠は存しない。 

エ 平成２年１月８日付金銭消費貸借契約書（乙イ１５）の亡Ａ作成部分

のうちの亡Ａの署名が亡Ａによってされたことは、当事者間に争いがな

い。 

そうすると、上記作成部分は真正に成立したものと推定されるところ、

この推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

しかるに、上記金銭消費貸借契約書及びＣの本人尋問の結果（被告代

表者Ｃ本人（調書１、２頁））によって、Ｂが、上記年月日ころに、亡

Ａに対し、弁済期を平成２年４月７日として、６００万円を貸し付けた

ことが認められ（以下「本件貸付け１０」といい、この金員貸付けに係
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る貸金を「本件貸金１０」という。）、他方、この認定を左右するに足

りる証拠は存しない。 

オ 結局、前記アないしエのとおり、Ｂは、平成２年１月８日ころに、亡

Ａに対し、少なくとも合計６３１０万円を貸し付けたものであった。 

ここで、前記（１）のとおり、Ｂが亡Ａに対し、一貫して、利息の割

合を年１割５分とし、遅延損害金の割合を年３割として金員を貸し付け

ていたことにかんがみれば、本件貸付け７ないし１０においても、利息

及び遅延損害金の各割合は上記と同じ各割合とすることが合意されてい

たものと推認することができる。 

また、前記イ及びウのとおり、本件貸付け８及び９はいずれも弁済期

の定めなくされていること、本件貸付け７が、前記（２）のとおりの合

意がされた後の、本件貸付け８及び９がされた日と同一の日ころにされ

たことにかんがみると、本件貸付け７についても、Ｂと亡Ａとの間にお

いて、弁済期の定めなくされたものと推認することができる。 

カ この点、本件貸付け７ないし１０は、亡ＡのＤらに対する各借受金を

返済する原資として、Ｂから亡Ａに対して貸し付けられたものであった

から（乙イ１２）、亡Ａの借入先に対する貸金の残高に応じて小分けし

て金員貸付けをすることには合理性があり、貸金が本件貸付け７ないし

１０がいずれも同一の時期（同じ日ころ）にされたことをもって、本件

貸付け７ないし１０が不自然ないし不合理であるとは到底いうことがで

きない。 

また、確かに本件貸付け７については借用証書等の書面が作成されて

はいないものの、亡ＡがＤらに対して差し入れた借用証書等がＢに交付

されており（弁論の全趣旨）、前記のとおり、亡ＡがＤらに対して差し

入れた借用証書等やＣの本人尋問の結果によって、Ｂが亡Ａに対してし

た本件貸付け７の事実を容易に認めることができる。 
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そうすると、本件貸付け７について借用証書等の書面が作成されなか

ったことの一事をもって、本件貸付け７が不自然ないし不合理であると

いうことはできず、本件貸付け７に係る前記アの結論を左右することは

できない。 

これらのほかに、原告らは、本件貸付け７ないし１０の有無につき、

るる主張するが、前記アないしエの各結論に照らし、いずれも採用する

ことができない。 

キ 以上によれば、平成２年１月８日ころ当時、Ｂが亡Ａに対して貸し付

けていた金員は、元本だけで合計１億０８８０万円に上っていたもので

あった。 

（４）ア 亡ＡとＢとの間の平成３年１０月２５日付けの各契約書（乙イ１８、

１９）中の亡Ａ作成部分の亡Ａ名下の印影は、平成元年８月１８日付け

借用証書（乙イ９）中の亡Ａ作成部分の亡Ａ名下の印影と同一であると

ころ、前記（１）オのとおり、後者の印影は、亡Ａの印鑑を押印して顕

出されたものであるから、前者の印影も、亡Ａの印鑑を押印して顕出さ

れたものと認められる。 

証拠（被告代表者Ｃ本人（調書４頁））及び弁論の全趣旨によれば、

上記平成３年１０月２５日付けの各契約書（乙イ１８、１９）中の各亡

Ａ作成部分の亡Ａ名下の印影は、亡Ａの意思に基づいて顕出されたこと

が認められるから、上記各作成部分は真正に成立したものであると推定

され、他方、この推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

したがって、上記各契約書に加えて上記証拠（被告代表者Ｃ本人（調

書４頁））も考慮すると、亡Ａは、平成３年１０月２５日、Ｂとの間で、

下記のとおりの内容の合意をしたことが認められる。 

記 

（ア）亡Ａは、Ｂに対し、当時の沖縄県の畑を売買代金１０６７万円（有
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限会社Ｆに対する亡Ａの借入金１０００万円及び利息６７万円に相当

する。）で売り渡す。 

亡Ａが、平成４年５月２５日限り、Ｂに対し、１３１７万２３０２

円の金員の弁済を提供し、かつ、売買予約完結の意思表示をしたとき

は、亡ＡとＢとの間で、亡ＡがＢから上記不動産を買い戻す旨の再売

買契約が成立したものとする。 

（イ）亡Ａは、Ｂに対し、当時の沖縄県の畑等を売買代金４９０５万円（有

限会社Ｆに対する亡Ａの売買代金に相当する。）で売り渡す。 

亡Ａが、平成４年５月２５日限り、Ｂに対し、６０４９万５０００

円の金員の弁済を提供し、かつ、売買予約完結の意思表示をしたとき

は、亡ＡとＢとの間で、亡ＡがＢから上記不動産を買い戻す旨の再売

買契約が成立したものとする。 

イ 前記アの各不動産売買は、その実質がＢの亡Ａに対する貸金の担保で

あって（平成４年５月２５日までに弁済すべき金額は合計７３６６万７

３０２円）、平成３年１０月２５日当時、Ｂの亡Ａに対する貸金は、前

記（１）及び（３）の貸金と合わせて、元本だけで１億８２４６万７３

０２円に上っていた。 

ここで、証拠（被告代表者Ｃ本人（調書４頁））及び弁論の全趣旨に

よれば、この当時、亡Ａは、Ｂに対し、利息の支払いができない経済状

態にあったことが認められる。 

（５）ア 証拠（被告代表者Ｃ本人（調書４頁）、乙イ１７）及び弁論の全趣旨

によれば、①Ｃは、平成２年ころのいわゆるバブル崩壊後、不動産価格

の値下がり傾向を受けて、亡Ａが所有する不動産で、Ｂの亡Ａに対する

貸金を弁済してもらうことを検討していたこと、②平成４年ころ、亡Ａ

はＢに対する貸金の利息の支払いすら怠るようになったので、Ｃは、亡

Ａが所有する不動産で、上記貸金を精算しようと考えるようになったこ
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とがそれぞれ認められるところ、上記証拠（被告代表者Ｃ本人（調書８、

９頁））によれば、③亡Ａは、Ｃとともに、司法書士事務所を訪れ、司

法書士ないしＣから必要な説明を受けた上で、平成４年１月２１日付契

約書（乙イ３）中の亡Ａ作成部分に自ら押印したことが認められる。 

そうすると、上記契約書中の亡Ａ作成部分の亡Ａの印影は、亡Ａの意

思に基づき、亡Ａの印鑑を使用して顕出されたものであるということが

できる。 

だとすると、上記亡Ａ作成部分は真正に成立したものと推定され、他

方、この推定を覆すに足りる原告らの主張・立証は存しない。 

したがって、上記契約書及びＣの陳述書（乙イ１７）によって、①亡

Ａが、平成４年５月２５日限り、被告Ｙに対し、１億９５４１万２９２

７円の金員の弁済を提供し、かつ、売買予約完結の意思表示をしたとき

は、亡Ａと被告Ｙとの間で、亡Ａが被告Ｙから本件土地建物及び当時の

沖縄県の宅地等を買い戻す旨の再売買契約が成立したものとすること、

②亡Ａが上記年月日までに上記売買予約完結の意思表示をしなかったと

きは、亡Ａは被告Ｙらとの間で、亡Ａから被告Ｙに対する当時の沖縄県

の宅地等についての所有権移転登記等が有効であることに確定すること、

③上記②の場合には、上記各不動産の売買代金をもって、亡ＡのＢに対

する本件貸金１ないし１０の弁済に充て、本件貸金１ないし１０はいず

れも完済されたものとすることをそれぞれ合意したことが認められる。 

イ 前記（２）のとおり、亡Ａは、被告Ｙに対し、亡ＡのＢに対する貸金

の担保の趣旨で、その所有不動産につき所有権移転登記手続きをしたも

のであったから、前記アの合意は、亡Ａとの間で、担保とされた不動産

の最終的な買戻し期限を設定するとともに、亡Ａが上記期限までに買戻

代金たる本件貸金１ないし１０の残債務全額の弁済の提供ができなかっ

たときは、上記担保の実行として、本件土地建物等の所有権を確定的に
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被告Ｙに帰属させることで、本件貸金１ないし１０の残債務を精算する

意義を有するものであったと評価することができる。 

ここで、前記アの合意の内容に照らせば、本件貸金１ないし１０の平

成４年５月２５日の時点における元本・利息及び遅延損害金の合計額は、

前記アの１億９５４１万２９２７円を下らなかったものと推認できる。 

ウ（ア）この点、原告らは、平成４年１月２１日付け契約書（乙イ３）は、

末尾の契約当事者の署名押印部分の甲欄に、被告Ｙではなく、「農

業精算法人有限会社Ｂ」との誤った法人名が記載され、かつ同法人

の代表者の署名も押印もない不自然な体裁のものである等と主張す

る（前記第５の１（原告らの主張）（４））。 

確かに、上記契約書の末尾の当事者欄には、当事者（甲）として

「農業精算法人有限会社Ｂ 代表取締役」と記載されているのみで、

同法人の代表者の記名ないし署名も押印もされていない。 

しかし、上記契約書の冒頭には、契約当事者として、被告Ｙを「甲」、

亡Ａを「乙」、Ｂを「丙」と呼称する旨が記載されているから、上

記の当事者欄の記載が誤記であり、上記契約書において、当事者（甲）

を被告Ｙとする趣旨であったことは明らかである。 

したがって、上記の当事者欄の不合理な記載等をもって、前記ア

の合意がされなかった等ということはできない。 

（イ）また、原告らは、Ｂは、亡Ａに対する貸金の一部につき、本件土

地建物等に抵当権や譲渡担保権の設定を受けているところ、Ｂない

し被告ＹがＢの亡Ａに対する貸金の担保として、本件土地建物等に

重ねて譲渡担保権の設定を受ける必要はない等と主張する（前記第

５の１（原告らの主張）（５））。 

しかしながら、前記アの合意は最終的な買戻し期限の設定及び本

件貸金１ないし１０の残債務の精算たる意義を有するものであって、
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新たに担保権を設定したものとみることは困難であるし、仮に前記

アの合意を新たな担保権の設定とみる余地があるとしても、平成４

年ころ当時、亡ＡはＢに対する貸金の利息の支払いすら怠るように

なっていたから、Ｂにおいて、亡Ａからさらに担保をとる必要がな

かったということはできず、結局、原告らの上記主張を採用するこ

とはできない。 

（ウ）これらのほかに、原告らは平成４年１月２１日付け契約書（乙イ

３）の体裁や同契約書に係る合意の不合理性等につき、るる論難す

るが、いずれも前記ア及びイの結論を左右するに足りるものではな

い。 

（６）ア 平成４年５月２５日付け不動産売買契約書（乙イ２０）及び同日付け

領収証（乙イ２１）中の各亡Ａ作成部分の亡Ａ名下の各印影は、平成４

年１月２１日付け契約書（乙イ３）中の亡Ａ作成部分の亡Ａの印影と同

一であるから、前２者の印影はそれぞれ亡Ａの印鑑を使用して顕出され

たことが認められる。 

そして、証拠（被告代表者Ｃ本人（調書５、１０、１１頁））及び弁

論の全趣旨によれば、平成４年５月２５日付け不動産売買契約書（乙イ

２０）及び同日付け領収証（乙イ２１）中の各亡Ａ作成部分の亡Ａ名下

の各印影は、いずれも亡Ａの意思に基づいて顕出されたことが認められ

るから、上記各亡Ａ作成部分はいずれも真正に成立したものと推定でき、

他方、この推定を左右するに足りる証拠は存しない。 

そうすると、Ｃの本人尋問の結果（被告代表者Ｃ本人（調書５、１０、

１１、１５頁））、平成４年５月２５日付け不動産売買契約書（乙イ２

０）及び同日付け領収証（乙イ２１）によって、亡Ａ及びＢは、亡Ａが

Ｂに対する本件貸金１ないし１０等の残債務の弁済をしなかったため、

平成４年５月２５日、前記（５）アの合意の対象となった本件土地建物



 

 25 

等の不動産、前記（４）アの合意の対象となった畑等を、亡ＡがＢに対

し、売買代金合計２億６９０８万０２２９円でいったん売り渡し、上記

売買代金で亡ＡのＢに対する本件貸金１ないし１０等の残債務を弁済す

ることを合意したこと、亡ＡはＣとの間で、平成４年５月２５日の上記

残債務の金額及び精算（弁済）後には亡Ａに支払うべき余剰が生じない

ことを確認したことがそれぞれ認められる。 

イ Ｃの本人尋問の結果（被告代表者Ｃ本人（調書１５頁））によれば、

平成４年５月２５日当時の前記アの合意の対象となった本件土地建物等

の不動産の時価が売買代金額２億６９０８万０２２９円を上回らないこ

とが認められるところ、上記本人尋問の結果（被告代表者Ｃ本人（調書

５、１１ないし１３、１５頁））及びＣの陳述書（乙イ２４）によれば、

前記アの合意の対象となった畑については、その後にＢないし被告Ｙに

対する所有権移転登記手続きがされず、Ｂは上記畑等を担保とする貸金

については回収ができていないことが認められる。 

そうすると、前記アの精算後、精算の対象となるべき不動産がその一

部に止まっている前記（５）アの合意の対象となった本件土地建物等の

不動産につき、Ｂが亡Ａに対して支払うべき余剰金が生じないことは明

らかであり、また前記アのとおり、亡ＡはＣとの間で、精算後に余剰金

が生じないことを確認したものであった。 

ここで、前記（２）アのＣの申出に照らせば、Ｂと被告Ｙとの間では、

前記アの精算後に、Ｂが亡Ａから譲り受けた本件土地建物等の不動産の

所有権を、被告Ｙに帰属させる旨の合意がされたことを推認できるから、

前記アの精算後においては、亡Ａは本件土地建物等の不動産の所有権を

もはや有せず、被告Ｙがこれを確定的に有するに至ったものというべき

である。 

（７）結局、亡Ａの相続人たる原告らは、本件土地建物の所有権を有しないから、
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その余の点について判断するまでもなく、原告らの本件各請求はいずれも理

由がない。 

２ 結論 

以上の次第で、主文のとおり判決する。 

 

那覇地方裁判所民事第２部 

裁判官     田邉実 


